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近隣他市における施設種別の受益者負担割合
「市場的、非市場的」、「必需的、選択的」の2軸を使用している近隣他市の体育施設・文化系施設・公民館、貸室等の受益者負担割合
参考市：川西市、西宮市、三田市、摂津市、大阪市（川西市以外は各市のHP参照）
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①体育施設(個人) ：
②体育施設(専用) ：
③文化系施設 ：
④公民館、貸室等 ：

西宮市、三田市、大阪市

大阪市
大阪市

①体育施設(個人) ：
②体育施設(専用) ：
③文化系施設 ：
④公民館、貸室等 ：

川西市(市民体育館)
川西市(市民体育館)、西宮市
川西市(キセラ川西プラザ)

①体育施設(個人) ：
②体育施設(専用) ：

③文化系施設 ：

④公民館、貸室等 ：

川西市(総合体育館)、
三田市、摂津市、大阪市
川西市(みつなかホール)、
三田市、摂津市

川西市(総合体育館)、摂津市

川西市、三田市、摂津市

①体育施設(個人) ：
②体育施設(専用) ：
③文化系施設 ：
④公民館、貸室等 ：

西宮市

①体育施設(個人) ：
②体育施設(専用) ：
③文化系施設 ：
④公民館、貸室等 ： 西宮市


